
  

一 

電
波
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
要
綱 

第
一 
改
正
の
内
容 

一 

競
争
に
よ
る
免
許
の
付
与
等 

１ 

総
務
大
臣
は
、
総
務
省
令
で
定
め
る
無
線
局
で
あ
っ
て
総
務
省
令
で
定
め
る
周
波
数
を
使
用
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、

競
争
に
よ
り
、
無
線
局
の
免
許
若
し
く
は
包
括
免
許
の
申
請
又
は
特
定
基
地
局
の
開
設
計
画
の
認
定
の
申
請
を
行
う
こ

と
が
で
き
る
者
を
選
定
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
（
第
六
条
第
九
項
、
第
二
十
七
条
の
三
第
三
項
及
び
第
二
十
七
条
の
十
三
第
四
項
関
係
） 

２ 

１
の
総
務
省
令
は
、
電
波
の
需
給
の
ひ
っ
迫
の
程
度
、
公
益
上
の
必
要
性
そ
の
他
の
事
情
を
勘
案
し
て
定
め
る
も
の

と
す
る
こ
と
。 
 
 
 

 

（
第
六
条
第
十
項
、
第
二
十
七
条
の
三
第
四
項
及
び
第
二
十
七
条
の
十
三
第
六
項
関
係
） 

３ 

１
の
競
争
へ
の
参
加
の
申
請
は
、
総
務
大
臣
が
公
示
す
る
期
間
内
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

（
第
六
条
第
十
一
項
、
第
二
十
七
条
の
三
第
四
項
及
び
第
二
十
七
条
の
十
三
第
五
項
関
係
） 

４ 

３
の
申
請
を
し
た
者
の
数
が
１
の
競
争
に
よ
り
選
定
し
よ
う
と
す
る
者
の
数
を
超
え
な
い
場
合
に
は
、
１
の
競
争
は
、

行
わ
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

二 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
第
六
条
第
十
二
項
、
第
二
十
七
条
の
三
第
四
項
及
び
第
二
十
七
条
の
十
三
第
六
項
関
係
） 

５ 

１
の
競
争
は
、
無
線
局
の
免
許
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
使
用
で
き
る
周
波
数
の
電
波
の
経
済
的
価
値
に
相
当
す
る

金
額
に
つ
い
て
、
競
り
の
方
法
を
も
っ
て
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

（
第
六
条
第
十
三
項
、
第
二
十
七
条
の
三
第
四
項
及
び
第
二
十
七
条
の
十
三
第
六
項
関
係
） 

６ 

１
の
競
争
を
経
て
与
え
ら
れ
る
免
許
又
は
１
の
競
争
を
経
て
開
設
計
画
の
認
定
を
受
け
た
者
が
当
該
開
設
計
画
に
従

っ
て
開
設
す
る
特
定
基
地
局
の
免
許
の
有
効
期
間
は
、
十
五
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
総
務
省
令
で
定
め
る
も

の
と
す
る
こ
と
。 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

（
第
十
三
条
第
二
項
及
び
第
二
十
七
条
の
五
第
四
項
関
係
） 

７ 

総
務
大
臣
は
、
１
及
び
６
の
総
務
省
令
の
制
定
又
は
改
廃
に
つ
い
て
は
、
電
波
監
理
審
議
会
に
諮
問
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

（
第
九
十
九
条
の
十
一
第
一
項
関
係
） 

８ 

１
の
競
争
を
経
て
免
許
を
受
け
た
無
線
局
の
免
許
人
又
は
１
の
競
争
を
経
て
開
設
計
画
の
認
定
を
受
け
た
者
が
当
該

開
設
計
画
に
従
っ
て
開
設
す
る
特
定
基
地
局
の
免
許
人
に
つ
い
て
は
、
電
波
利
用
料
は
徴
収
し
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

（
第
百
三
条
の
二
第
十
四
項
関
係
） 

９ 

１
の
競
争
に
よ
り
選
定
さ
れ
た
者
が
免
許
を
受
け
る
と
き
、
又
は
１
の
競
争
を
経
て
開
設
計
画
の
認
定
を
受
け
た
者



  

三 

が
当
該
開
設
計
画
に
従
っ
て
最
初
に
開
設
す
る
特
定
基
地
局
の
免
許
を
受
け
る
と
き
は
、
こ
れ
ら
の
競
争
に
係
る
競
落

額
に
相
当
す
る
金
額
を
国
に
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

（
第
百
三
条
の
三
の
二
第
一
項
及
び
第
三
項
関
係
） 

二 

そ
の
他 

 

罰
則
に
つ
い
て
所
要
の
規
定
を
設
け
る
こ
と
そ
の
他
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
。 

第
二 

施
行
期
日
等 

一 

こ
の
法
律
は
、
一
部
を
除
き
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら

施
行
す
る
こ
と
。 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

（
附
則
第
一
項
関
係
） 

二 

経
過
措
置
等
に
つ
い
て
定
め
る
こ
と
。 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

（
附
則
第
二
項
及
び
第
三
項
関
係
） 


